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「スギ特定苗木の安定需給協定」の概要 

 

１ 協定の目的 

 九州森林管理局では、育林作業の省力化・低コスト化に向け、成長に優れた

苗木を積極的に植栽していくと同時に、花粉発生源対策を加速化していく観点

から、成長に優れ、花粉の少ない特定苗木の活用を拡大していく考えです。 

九州地方では多くの森林が主伐期を迎え、再造林面積が増加していることに

伴い九州全体でのスギ苗木が不足しており、スギ特定苗木の生産拡大を図るこ

とが重要です。 

そのため、本協定は九州森林管理局とスギ特定苗木の増産意欲のある苗木生

産者において、増産に必要となる穂木を提供販売することにより、当該穂木か

ら生産されたスギ特定苗木を安定的に需給することを目的として行うものとし

ます。 

 

２ 協定の内容 

 九州森林管理局が指定する採穂源から穂木を採穂すること、及びその穂木か

ら生産した苗木を九州森林管理局管内の造林地等に植え付ける苗木として森林

管理署等と契約した造林事業の請負事業体に納入することを内容とする、九州

森林管理局と苗木生産者間の協定となります。 

 

３ 協定の期間 

 令和６年 11 月 15 日から令和 10 年３月 31 日 

 

４ 九州森林管理局と協定を締結する苗木生産者 

 大分県樹苗生産農業協同組合 

 熊本県樹苗協同組合 

株式会社迫田興産 

 

５ 協定における苗木の数量 

 各年度 16,000 本（令和 7～9 年度合計 48,000 本） 



花粉の少ないスギ特定苗木の生産拡大支援について

《取組の概要》
○ 花粉発生源対策を加速化するとともに、再造林に必要な苗木不足の解消を図るた
めにも、花粉の少ないスギ特定苗木※1の生産拡大が急務
○ 人吉市に所在する国有林（特定苗木を植栽した造林地）が熊本県知事より育種母
樹林として採取源指定※2されたことを踏まえ、公募により苗木生産者に穂木を提供
また、当該穂木から育苗した苗木（の一部）は、協定に基づき国有林で植栽

○ このことを通じて、意欲ある苗木生産者の花粉の少ないスギ特定苗木の生産拡大
を後押し

1

※1 特定苗木とは、①成長がよく（通常の1.5倍以上）、②材質に優れ（通直
で強い）、③花粉が少ない（通常の半分以下）として、農林水産大臣から指定
を受けた品種（特定母樹）から生産された苗木
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※2 特定苗木による造林地の採
取源指定は、全国の国有林で初
の事例

＜生産される苗木＞

※特定苗木の採穂
園は整備の途上



《協定の内容等》
① 生産拡大に必要となる品種系統の明らかな採穂源を国有林が提供
※ 低コストモデル実証団地Ⅾゾーンに植栽している県姶良20号（特定母樹）を採穂源とし、
穂木は副産物として熊本南部署において販売
なお、必要に応じ植栽木の断幹処理を行い、複数年活用できる採穂木として仕立てるこ
とを可とする

② 協定者は①の穂を育苗し、国有林向けの苗として出荷
※ 植栽業務を請け負った事業体において、植栽用苗として協定者から購入する
※ 供給予定本数を超える本数を生産した場合には、民有林に納入することも可とする

③ ３者（大分県樹苗生産農業協同組合、熊本県樹苗協同組合、㈱迫田興産（鹿児島
県））と協定を締結し、九州各地における生産拡大を支援
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※熊本県により令和６年10月８日に「指定採取源」
として登録
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・将来に向けた特定母樹の採穂
用のゾーンとして設定し、H29
に植栽。
・現地は、花粉の少ない苗木
（県姶良20号）の1品種で構成さ
れ、作業道とシカネットで区域
を明らかにして系統管理。

熊本県人吉市西浦国有林21ろ林小班（熊本南部森林管理署管内）
低コストモデル実証団地 Dゾーン
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